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「電⼒安全課メールマガジン」をお読みいただきありがとうございます。 

本メルマガでは、電気保安に関する情報等を不定期で発信しています。 

皆様の業務のお役に⽴てていただければ幸いです。 

 

【⽬次】 

１． トピックス 

２． パブリック・コメントについて 

３． 新着情報（事故速報） 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

１．トピックス 

-------------------------------------------------------------------------- 

■発電⽤太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説の⼀

部改正について 

 発電⽤太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説が令

和７年５⽉１５⽇付けで⼀部改正されました。 

改正内容は、令和６年４⽉に発⽣した⼤規模太陽電池発電設備における⽕災事故を踏ま

え、太陽電池発電所及び太陽電池発電設備における延焼防⽌対策を明記したものです。 

詳しくは省令第３条の解説をご覧下さい。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/05/202

50515.html 

 



■使⽤前⾃主検査及び使⽤前⾃⼰確認の⽅法の解釈（２０１６０５３１商局第１号）の⼀

部改正について 

使⽤前⾃主検査及び使⽤前⾃⼰確認の⽅法の解釈が令和７年５⽉１５⽇付けで⼀部改正

されました。本規程は、令和７年 5 ⽉２０⽇から効⼒を有します。 

改正内容は、以下のとおりです 

（１）⽔⼒発電所、⽕⼒発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、⾵⼒発電所、蓄電

所、変電所、及び需要設備に係る使⽤前⾃主検査について、網状（メッシュ）接地の接地

抵抗測定の⽅法として「⾼周波パルス⽅式による測定⽅法」が追加。 

（２）Ⅱ−１．使⽤前⾃⼰確認の⽅法の３．Ｂ．太陽電池発電設備（⼩規模事業⽤電気⼯

作物に限る。）の(1)外観検査(a)確認⽅法において、「なお、判定基準の①、④を確認する

場合は書類等によって確認することもできる。」を「なお、判定基準の①、⑤を確認する場

合は書類等によって確認することもできる。」に修正。 

詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/05/202

50519.html 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

２．パブリック・コメントについて 

-------------------------------------------------------------------------- 

■電気⼯事業の業務の適正化に関する法律施⾏規則の⼀部を改正する省令（案） に対する

意⾒公募要領（受付締切⽇：令和７年６⽉１３⽇） 

【改正案の概要】 

電気⼯事業の業務の適正化に関する法律第２５条において定める標識の掲⽰について、

営業所及び施⼯場所に掲⽰しなければならない標識の⼨法を、建設業法の様式の⼨法に合

わせ、縦２５センチメートル以上、横３５センチメートル以上へ変更 

詳細はこちらをご覧ください。 



https://public-comment.e-

gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=595125055 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

３．新着情報（事故速報） 

-------------------------------------------------------------------------- 

■電気事故＜事業⽤（⾃家⽤）電気⼯作物＞  

◇速報＜４〜５⽉受理分＞（主な発⽣事故。今後変更となる可能性があります）  

【感電事故（事故報告対象のみ）】  

 令和７年４⽉中に「１」件発⽣しました。  

・需要設備の低圧化⼯事に向けた事前調査の終了後の⽚付け中、開閉器カバーを取り付け

るためキュービクル内に⼊った電気⼯事会社作業員が LBS に触れて感電。 

【破損事故】  

令和７年４⽉中に「１」件、令和 7 年 5 ⽉中に「１」件発⽣しました。  

・⽕⼒発電所において、発電機固定⼦巻線が損傷した。《原因：調査中》  

・⽕⼒発電所において、ボイラー通常運転中に警報が発⽣し、インターロックによりプラ

ントが停⽌した。《原因：調査中》 

 

※当部管内で発⽣した事故は、四半期毎にとりまとめて⼀覧形式で公表しています。  

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/materials/accident.html 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

■メルマガバックナンバー 

 これまでに発信したメルマガのバックナンバーはこちら。 

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/electric/mailMagazine.html 

 



※メルマガに掲載の情報については、中国四国産業保安監督部の利⽤規約に準じたものに

なります。 

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/site/index.html 

 

※本メールは、送信専⽤のアドレスで配信されています。 

 このメールに返信されても、返信内容の確認及び御返答ができません。 

 

※本メルマガの配信先の変更・追加・削除等ございましたら、次のＵＲＬから登録してく

ださい。 

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/electric/mailMagazine.html 

 

発⾏：中国四国産業保安監督部 電⼒安全課 

中国四国産業保安監督部ＨＰ 

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/index.html 

 

中国四国産業保安監督部 X（旧 twitter） 

https://twitter.com/hoanchugoku/ 

 


